
旭市個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 農家基本台帳システム 

行政機関等の名称 旭市 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農業委員会事務局 農地庶務班 

農水産課 農業基盤整備班 

個人情報ファイルの利用目的 
農地の管理に利用する 

農地の売買、貸借等の管理に利用する 

記録項目 

１個人コード、２世帯コード、３住所、４氏名、５フリ

ガナ、６続柄、７生年月日、８性別、９物件番号、１０

所在地、１１地目、１２面積、１３所有者、１４世帯主 

記録範囲 

令和４年６月１日現在の市民(外国人含む）のうち、固定

資産情報の登記簿または現況が「田・畑」である土地を

所有している者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

特定個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）旭市農業委員会事務局 農地庶務班 

（所在地）〒２８９－２５９５ 

     千葉県旭市ニの２１３２番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 


